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重要事項説明書 

 
令和  ７ 年  ４ 月  １ 日現在 

 

この重要事項説明書は、ご利用者が、通所介護サービスを受けられる際に、ご利用者やそ

のご家族に対し、当法人の事業運営規程の概要や通所介護従業者などの勤務体制等 、ご利

用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。 

 

1. 事業者 

法 人 名 社会福祉法人 愛生館 

本部の所在地 碧南市鷲林町 4丁目 109番地 1 

代 表 者 名 理事長 小林 清彦 

代 表 番 号 
ＴＥＬ（０５６６）４１－０８６５ 

ＦＡＸ（０５６６）４1－０８６２ 

事 業 所 

 

特 別 養 護 老 人 ホームひまわり 

デ イ サ ー ビ ス ひ ま わ り  

ヘルパーステーションひまわり 

ケ ア プ ラ ン セ ン タ ー ひ ま わ り 

養 護 老 人 ホ ー ム 

特別養護老人ホームひまわり・安城 

デイサービ スひ まわ り ・ 安 城 

ケアプランセンターひまわり・安城 

高齢者デ イ サー ビ ス 碧 カ レ ッ ジ 

 

TEL（０５６６）４１-０８６５ 

TEL（０５６６）４１-９５６７ 

TEL（０５６６）９１-０３０９ 

TEL(０５６６ )４１ -０２８０ 

TEL(０５６６ )４１ -０８９５ 

TEL（０５６６）９２-００８８ 

TEL（０５６６）９２-７８３２ 

TEL（０５６６）９２-７５８０ 

TEL(０５６６ )４５ -６０５８ 

 

２. サービス提供事業所の概要 
（1）事業所名称等 

事 業 所 名 高齢者デイサービス碧カレッジ 

所 在 地 碧南市大堤町一丁目 11番地 

電話番号・FAX TEL（０５６６）４5－6058 FAX(０５６６)４5-６０59 

介護保険指定者番号 第  2372801031 号 

サービスを提供する地域  
碧南市 ･ 高浜市 ･ 西尾市（一部指定地域）    安

城市（一部指定地域）  
※一部指定地域は別紙 1 を参照。 

 

（2）事業の目的および運営方針 

事業の目的 

社会福祉法人愛生館が開設する高齢者デイサービス碧カレッジが行う

指定通所介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関

する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及

び介護職員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護

における通所事業を提供することを目的とします。 
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運営方針 

1．指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介

護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の

援助を行うことによって、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り

ます。 

２．事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居

宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（3）当事業所の職員体制 

職  種 人  員 

管 理 者 1名 

生 活 相 談 員 2名以上 

看  護  職  員 1名以上 

介  護  職  員 2名以上 

機能訓練指導員 １名以上 

 

（4）営業日および営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日  

 ただし、国民の祝日のうち指定日及び１２月 31 日から１月３日までを除く 

営業時間 9時 00分～17時 00分 サービス提供時間 
午前 9：10～12：30 

午後 13：10～16：30 

 

３. サービス内容等 
（1） サービス内容 

●ご利用者を自宅まで送迎          ●健康チェック         

●専門教室                       ●各種レクリエーション 

●課外活動                       ●日常生活動作の機能訓練 

●家族介護への助言    

   

（2）通所介護従業者の禁止行為        

通所介護従業者はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。   

① 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。）  

② ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受    

④ 身体的拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為（ご利用者様又は第三者等の生命

や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）  

⑤ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その

他迷惑行為  
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４. 利用料金 
サービス利用の実績に基づき、月末に単位数を集計します。碧南市は地域区分が 6 級地で

すので、通所介護サービスの 1単位の単価は 10.27円に定められています。ご負担いただく

利用料金は、ご利用になられた単位数に 1 単位単価を乗じた金額の、「介護保険負担割合

証」に記載された負担割合の金額を、事業所にお支払いいただきます。「介護保険負担割

合証」をご確認ください。 

ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用料は全額自己負担となります。 

 

（1）通所介護サービス費  

①基本サービス費（1回につき）【単位】 

サービス 

提供時間 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３時間以上 

４時間未満 
３７０ ４２３ ４７９ ５３３ ５８８ 

 

②加算（基本サービス費に加えて請求される費用） 

【体制加算】 ※すべての方が対象となる加算 

加算項目 単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 総単位数×9.0％ 

科学的介護推進体制加算 ひと月につき４０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １回利用につき６単位 

 

【個別加算】 ※条件に当てはまる方が対象となる加算 

加算項目 単位数 

口腔機能向上加算 
160単位/回 

※月 2回（320単位）まで算定可能 

事業所が送迎を行わない場合 -47単位（片道につき） 

 

(2）運営規程で定められた「その他の費用」 

項 目 金  額 備  考 

日用品費 1日 100円  

教養娯楽費 1日 100円 
＊別途自費負担の発生する場合が

あります。 

オムツ代 
オムツ代 200円 

パット代 50円 

※ご利用者の希望で提供した場合

（1 枚の金額） 

実施地域外の交通費 100円/ｋｍ 別紙参照 

延長料金 500円/30分 
※ご利用者の希望で提供した場合 

（3）支払い方法 

利用料金のお支払いは、 次の方法になります。 

口座振替による集金方法をとらせて頂きます。 

（手数料として 80円＋消費税をご負担願います） 

 口座振替以外の支払い方法を希望される方は、お申し出ください。 

※毎月 10日前後に口座振替金額を連絡させて頂きます。 

※口座振替日は毎月 27 日です。土曜日・日曜日にかかる場合は、次の月曜日になります。
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５. キャンセル 
（１）ご利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡ください。 

連絡先 ＴＥＬ（０５６６）４５-６０58  

（２）ご利用者の都合でサービスを中止する場合には、前日１７時までにご連絡ください。 

前日１７時までにご連絡なく、キャンセルされた場合には、キャンセル料を申し受けることにな 

りますので、ご了承ください。 

ただし、ご利用者の体調不良など、緊急やむを得ない事情のある場合には、ご請求いたしま 

せんので、当日８時半までにご連絡ください。 

 

６. サービスの利用方法 
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただ

きます。住所などに変更があった場合は速やかにお知らせください。  

 

（2）サービスの利用開始 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成した居宅サービス計画書に基づき、サービス提

供を開始します。 

 

（3）サービスの終了 

1）ご利用者の都合でサービスを終了する場合 

事前に介護支援専門員（ケアマネジャー）に連絡して下さい。 

2）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は 1 ヶ月前までに文書で通知いたします。 

3）ご利用者が、事業所の職員または、他のご利用者に対して、サービスを継続しがたいほどの

背信行為を行い、その状態が改善されない場合。 

4）自動終了 

  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

* ご利用者が介護老人福祉施設等に入所した場合 

* 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認

定された場合 

* ご利用者がお亡くなりになった場合や介護保険の非保険者資格を喪失された場合 

5）その他 

* 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者

やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した

場合、ご利用者は即座にサービスを終了することができます。 

 

* ご利用者がサービス利用料金の支払いを ２ヶ月以上滞納し、料金を支払うよう催告したの

にもかかわらず１ヶ月以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが当事業所や

当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合は

文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

* 地震、噴火等の天災、その他事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスを終了させ

ていただく場合がございます。 

 

* 当事業所は「介護サービス情報の公表」制度に基づき情報公表調査を受け、その結果の公

表に同意しています。 

詳しくは愛知県介護サービス情報公表センター 
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https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp 

 

７. 緊急時の対応方法 
生活相談員等は、通所介護を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態が

生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告します。 

 

主 

治  

医 

ご利用者の主治医 
 

 

所属医療機関名称 
 

 

所在地 
 

 

電話番号 
 

ご

家

族

等 

緊急連絡先のご家族等 
 

 

住 所 
 

 

電話番号 
 

 

８. サービスの質的向上の方策 
介護員の質的向上を図るため次のとおり研修の機会を設けます。 

(１)採用時研修 

(２）採用後      ３ヶ月以内 

(３）継続研修     年  ２ 回 

 

９. 事前説明 
サービス提供前に管理者等が事前説明にお伺いいたします。相談、要望等ご遠慮なくお申

し出ください。 

 

10. 虐待の防止について 
事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。        

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。      
(2)成年後見制度の利用を支援します。       

(3)苦情解決体制を整備しています。       

(4)従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。  

(5)介護相談員を受入れます。        

(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

します。  

虐待防止に関する責任者 松尾 勇気 

 

11. 身体拘束について  

事業者は、原則としてご利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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おそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れるときは、ご利用者様に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最

小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等に

ついての記録を行います 

 

12．ハラスメント防止について 

ハラスメント（セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等を総称したもの。）の排除並び

に防止のための措置並びにハラスメント行為に起因する問題が適切に対応するための措置に

関して必要な事項を「ハラスメント防止規程」に定める。 

 

13．秘密の保持と個人情報の保護について 
 
ご利用者及
びその家族
に関する秘
密の保持に
ついて 
 

 事業者及び事業者の事業に従事するものは、サービス提供をする上で知り
得たご利用者及びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏
らしません。 
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後、又は従業者が当事業所

を退職した後も継続します。 

個人情報の
保護につい
て 

 事業者は、ご利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議において、ご利用者の個人情報を用いません。また、ご利用者のご家族の
個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議
でご利用者のご家族の個人情報を用いません。 
事業者は、ご利用者及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物

については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者
への漏洩を防止するものとします。 

            

 

14. 事故発生の防止及び発生時の対応 
（1）安全かつ適正に質の高いサービスを提供するために事故発生の指針を定め、事故を防止 

するための体制を整備します。 

（2）ご利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者 

  の家族等に対し連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

（3）事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。 

（4）サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

15. 非常災害対策          

緊急性 
直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります 

非代替性 
身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

一時性 
利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
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(1)事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組 

みを行います。         

(2) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。    

(3) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

           

16. 衛生管理等          
(1)指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛 

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。     

(2)指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講 

じます。          

(3)食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助 

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。     

            

17．サービス提供に関する相談、苦情について 
（1）利用者および保証人は、提供されたサービスに関して苦情がある場合には、事業者、市 

町村、又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。 

（2）事業者は、苦情申し出等を行ったことを理由として何等の不利益な取り扱いもいたしませ 

ん。 

（3）事業者は、利用者から相談、苦情等に対する窓口を設置し、事業者の設備又はサービス 

に関する利用者の要望、苦情に対し迅速に対応します。 

 

 
高齢者デイサービス碧カレッジ 
担当：生活相談員 

 

所在地：碧南市大堤町一丁目 11番地 
T E L：（０５６６）４5-6058 
F A X：（０５６６）４5-6059  
受付時間：月～金曜日（午前９時～午後５時） 

愛知県国民健康保険団体連合会 
所在地：名古屋市東区泉一丁目６番 5号 
T E L：（０５２）９７１－４１６５(直通) 

碧南市役所（高齢介護課） 
所在地：愛知県碧南市松本町 28番地    
T E L：（０５６６）９５－９８８９ 
F A X：（０５６６）４６－５５１０ 

高浜市役所（福祉部長寿課） 
いきいき広場 

所在地：高浜市春日町五丁目１６５番地 
T E L：（０５６６）５２－９８７１ 
F A X：（０５６６）５２－７９１８ 
受付時間午前８時３０分～午後７時００分 
（土・日・休日は午後５時１５分まで） 

西尾市役所（福祉部長寿課） 
所在地：西尾市寄住町下田２２番地 
T E L：（０５６３）５６－２１１１（代表） 
F A X：（０５６３）６４－０９９５ 

安城市役所（高齢福祉課） 
所在地：安城市桜町１８番２３号 
T E L：（０５６６）７６－１１１１（代表） 
F A X：（０５６６）７４－６７８９ 

 

18. 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  
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評価結果の開示状況  

 


